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「シフト制」の円滑な運用のための取組事例

2023年３月版

シフトの決定方法

シフトの通知の仕方

急な欠員等への備え
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シフトの決定方法

従業員の希望に合わせて、シフトを自動で作成・決定
するためのアプリを導入する

パソコンやスマホから希望日を申請できるようになっ
たことで、予定のある日にシフトを入れられることが
減り、シフト表の出来上がる時期も早まった

従業員のためにも、可能な限り「シフトは○○日前ま
でに決める」などのルールを作っておきましょう。

CASE１

先のシフトが仮入れされることで、従業員同士のシフ
トの融通などが行いやすくなった

はたらく人の不満

企業の取組事例

改善されたこと

• シフトの決まる日が遅れることが多い
• 遅い時には決まるのが勤務日の前日、ということも
• 予定がある日にシフトが入れられてしまうなど、

希望がとおらないことがある

CASE２ 事前に２か月分のシフトを作成して掲示した上で、１
か月前に再度従業員が確認する

CASE１

CASE２

さらに
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シフトの通知の仕方

シフトを共有できるアプリを導入し、従業員個人のパ
ソコンやスマートフォンでシフト表が見られるように
する

• 家でシフト表が見られるようになり、わざわざ事務
所まで行って確認しなくてもよくなった

• シフト表をいつでも確認できるようになり、間違っ
て欠勤してしまうことがなくなった

SNSやメールで共有する時は、後から書き換えられな
いよう、写真など加工ができない媒体で行いましょう。

CASE１

はたらく人の不満

企業の取組事例

改善されたこと

• シフトが紙で張り出されたり、配布されたりするだけ
• 会社に行ったり担当者に聞かないとシフトが分からない
• 休みが月末になった場合は、翌月初めのシフトを確認でき

ずに欠勤になってしまうことがある

CASE２ 会社におけるシフト表の張り出しだけではなく、従業
員にSNSやメールで共有する

CASE
１・２

さらに
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急な欠員等への備え

急な体調不良等による欠勤が発生した時のために、ス
ムーズに代替要員を決める手順を、事前に定めておき
ましょう。

はたらく人の不満

企業の取組事例

改善されたこと

• 急な欠勤が出た時に、元々休みの予定だった日に出勤しな
ければいけないことがある

• 特に、前日に「明日来て」と言われると、たまたま行ける
時なら行くが、どうしても無理な時もある

さらに

• 各従業員が出勤できる日、出勤できない日を、事前に、早
めに把握しておく

• 急な欠員が発生した時は、事前に把握していた、出勤がで
きる人に打診する

• 元々予定がある日に、急に出勤してほしいと言われること
が減った

• 欠員が発生した時の代替要員が、スムーズに見つかるよう
になった
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「最低賃金制度」は、 

働くすべての人に、賃金の最低額（最低賃金額）を保障する制度のことです。 

 年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、 

すべての労働者に適用されます。 

 

 

※最低賃金に関する特設サイトも、併せてご参照ください。 
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わ
り
ま
す

労働契約の締結・ 更新のタ イ ミ ングの 労 働 条 件 明 示 事 項 が 追 加 さ れ ま す

明示のタイミング 新しく追加される明示事項

全ての労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時 1．就業場所・業務の変更の範囲

有期労働契約の
締結時と更新時

2．更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する
場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になり
ます。

無期転換ルール※に基づく
無期転換申込権が発生する

契約の更新時

3．無期転換申込機会
4．無期転換後の労働条件

併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態
に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約
労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算５年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めの
ない労働契約（無期労働契約）に転換する制度です。

詳しくは裏面や
厚生労働省ホームページ

もご覧ください︕
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（2023年10月）

労
働
条
件
明
示
の

無期転換申込機会の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換を申し込
むことができる旨（無期転換申込機会）の明示が必要になります。3

就業場所・業務の変更の範囲の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入
れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」※1 について
も明示が必要になります。１

全ての労働者に対する明示事項

有期契約労働者に対する明示事項等

詳しい情報や相談先はこちら
• 改正事項の詳細を知りたい → 厚生労働省ウェブサイト（①）
• 無期転換の取り組み事例や参考となる資料がほしい → 無期転換ポータルサイト（②）
• 今回の制度改正や労働条件明示、労働契約に関する民事上の紛争について

→ 都道府県労働局/監督課、雇用環境・均等部（室）、全国の労働基準監督署（③）

② ③

※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
※2 有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示（有期労働契約の締結、更新及び雇止めに

関する基準）
※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、

今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
※4 労働契約法第3条第2項において、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変

更すべきものとされています。

更新上限の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約
の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。2

無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※３に、無期転換後の労働
条件の明示が必要になります。

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決
定するに当たって、他の通常の労働者（ 正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタ
イム労働者）とのバランスを考慮した事項※4（例︓業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲
など）について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

4
均衡を考慮した事項の説明 【雇止め告示※2の改正】

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ
（更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで）説明することが必要になります。

ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

更新上限を新設・短縮する場合の説明 【雇止め告示※2の改正】

（注）無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期間中の解雇等を行
うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図る」という労働契約法第18条の趣旨に
照らして望ましいものではありません。

①
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（一般労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（  ）] 

２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 
３ 更新上限の有無（無・有（更新  回まで／通算契約期間  年まで）） 
【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の締結の場合】 

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結の申込みをすること
により、本契約期間の末日の翌日（ 年 月 日）から、無期労働契約での雇用に転換することができ
る。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無（ 無 ・ 有（別紙のとおり） ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10 年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所 （雇入れ直後）           （変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（雇入れ直後）           （変更の範囲） 

 
 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（            開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)
のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間

の組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 

・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 

・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 

         時間単位年休（有・無） 

２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 

         無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く）  
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

 

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 
３ 創業支援等措置（ 有（  歳まで業務委託・社会貢献事業） ， 無 ） 
４ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

５ 解雇の事由及び手続 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 
・中小企業退職金共済制度 

（加入している ， 加入していない） （※中小企業の場合） 
・企業年金制度（ 有（制度名           ） ， 無 ） 

・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 
  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 
・その他（                                  ） 
 

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
  
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも
の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か
ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない
労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合
は、無期転換申込権の発生については、特例的に本通知書の「契約期間」の「有期雇
用特別措置法による特例の対象者の場合」欄に明示したとおりとなります。 
 

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法（             ） 
※ 本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者及び有期雇用労働者

の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム・有期雇用労働法）第６条に基づく文書の交付を兼ねる

ものであること。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人に

交付すること。 
交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、ファクシミ

リを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達す

るために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を作成できるものに限る）によっ

ても明示することができる。 

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．下線部、破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付等の方法（上記１参照）に

より明示することが労働基準法により義務付けられている事項であること。また、退職金に

関する事項、臨時に支払われる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する

事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助

に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度

として設けている場合には口頭又は書面等により明示する義務があること。 

網掛けの事項は、短時間労働者及び有期雇用労働者に対して書面の交付等により明示する

ことがパートタイム・有期雇用労働法により義務付けられている事項であること。 

４．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。 
また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無及び

更新する場合又はしない場合の判断の基準（複数可）並びに更新上限の有無を明示すること。 
労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の

締結の場合には、無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件を明示すること。無期転換後

の労働条件を明示するに当たっては、本契約からの労働条件の変更の有無（変更がある場合

はその内容を含む。）を明示するか、本契約からの変更の有無にかかわらず明示すべき事項

ごとにその内容を明示すること。  
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契約の契約期間

が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすることにより、期間の定めのない

労働契約に転換されるものであること。この申込みの権利は契約期間の満了日ま

で行使できること。  
５．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のもの及び将

来の就業場所や従事させる業務の変更の範囲を明示すること。 
  また、有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合は、同法に基づき認定

を受けた第一種計画に記載している特定有期業務（専門的知識等を必要とし、５年を超える

一定の期間内に完了することが予定されている業務）の内容並びに開始日及び完了日も併

せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日及び完了日は、「契約期間」の欄に記載す

る有期労働契約の開始日及び終了日とは必ずしも一致しないものであること。 

６．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の欄

については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。また、変形労働時間制、

フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合には、次に留意して記載すること。 

・変形労働時間制：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１か月単位等）を記載する

こと。その際、交替制でない場合、「・交替制」を＝で抹消しておくこと。 

・ フレックスタイム制：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時間帯の開

始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブルタイムがない場合、

かっこ書きを＝で抹消しておくこと。 

・事業場外みなし労働時間制：所定の始業及び終業の時刻を記載すること。 
・裁量労働制：基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業··········を基本とし、」の部

分を＝で抹消しておくこと。 

・交替制：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制でない場合、

「（  ）単位の変形労働時間制・」を＝で抹消しておくこと。 

７．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載すること。 
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８．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間継続勤務し、その間の出勤率が８割以

上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。時間単位年休は、労使協

定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の有無を記載するこ

と。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超

える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与えるも

のであり、その制度の有無を記載すること。 

また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数（期

間等）を記載すること。 

９．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、

所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日

等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的

に示すことで足りるものであること。 

10．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業規

則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に示す

ことで足りるものであること。 

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働

が１箇月６０時間を超える場合については５割、法定休日労働については３割５分、深夜

労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合につい

ては５割、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超え、かつ、深夜労働とな

る場合については７割５分、法定休日労働が深夜労働となる場合については６割以上の

割増率とすること。 

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。ただし、

網掛けの事項は短時間労働者及び有期雇用労働者に関しては上記３のとおりであること。 
11．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に記

載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、当該労

働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。 

（参考） なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。 
また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は、高年齢者の６５歳までの安定

した雇用を確保するため、次の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措

置）を講じる必要があること。加えて、高年齢者の６５歳から７０歳までの安定し

た就業を確保するため、次の①から⑤のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）

を講じるよう努める必要があること。 

①定年の引上げ  ②継続雇用制度の導入  ③定年の定めの廃止 

④業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤社会貢献事業に従事できる制度の導入 

12．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の適

用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、

職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関す

る事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 
中小企業退職金共済制度、企業年金制度（企業型確定拠出年金制度・確定給付企業年金制

度）により退職金制度を設けている場合には、労働条件として口頭又は書面等により明示す

る義務があること。 
「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、事業主が短時間労働者及び有期雇

用労働者からの苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先を記入すること。 
13．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則を

交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。 

14．就業規則については、労働基準法により労働者への周知が義務付けられているものであり、

就業規則を備え付けている場所等を本通知書に記載する等して必要なときに容易に確認で

きる状態にする必要があるものであること。 

＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どおり

とする必要はないこと。 
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しました。
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１ . ①～③に関する考え方を示し た上で、

２ . 就業規則上の関係条項名、労働契約締結時点での勤務表

について、書面の交付（ ※）により明示すること 。

※　 書面の交付が義務付けら れている 明示事項について、 労働者の希望がある 場合

に限り 、フ ァ ク シミ リ 、電子メ ール等の送信による 明示が認めら れます。

　 　 労働者の希望により 電子メ ール等で労働条件を 明示する場合は、 労働者がその

電子メ ール等の記録を出力するこ と により 書面を 作成でき るも のでなければなり

ません。
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ウ 年５日の年次有給休暇の確実な取得

　 労働基準法では、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し

て、年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付

けられています。
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　 労働者に対し て、 雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を 実施し なければなり ま せ

ん。

　 特に、 訪問介護労働者に対する 安全衛生教育の実施に当たっ ては、 訪問介護関係業務の実

態を 踏ま えて、 腰痛や感染症をはじ めと し た当該業務に関連し て発生する おそれのある 疾病

又は転倒と いっ た労働災害の原因及び予防、 交通災害の防止に関する 項目等を 盛り 込むよ う

配慮する こ と が望ま し いでし ょ う 。

　（ 参考）

●職場における 腰痛予防対策指針（ 平成2 5 年６ 月1 8日付け基発0 6 1 8第1 号）

●交通労働災害防止のためのガイ ド ラ イ ン （ 平成2 0 年4 月3 日付け基発第0 4 0 3 0 0 1 号）

●高年齢労働者の安全と 健康確保のた めのガ イ ド ラ イ ン （ 令和２ 年3 月1 6 日付け基安発

0 3 1 6 第1 号）
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（ R 4.12）
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社会福祉施設における労働災害防止対策について（厚生労働省 HP） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123245.html  
 
 
エイジフレンドリーガイドライン（厚生労働省 HP） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001107783.pdf  
 
 
転倒予防・腰痛予防の取組（厚生労働省 HP） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html  
 
 
転倒災害防止対策の推進について（職場のあんぜんサイト）  

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html  
 
 
埼玉産業保健総合支援センター 

https://www.saitamas.johas.go.jp/  
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事例で学ぶ労務管理 【妊娠→産休→育休→復職】 
 

（ケース１）妊娠を理由にパートにするのも禁止！ 
… 夜勤ができない場合も禁止です … 

 

  
あらすじ 
 

川口美里さんは、ある介護施設で働く 10 年目の看護師（正職員）です。奨学金をもらい

ながら看護師になるという夢を叶えた美里さんは、皆が嫌がる夜勤も喜んでこなしていま

す。 
美里さんは 3 年前に結婚し、先月、妊娠が判明しました。サラリーマンの夫は、美里さ

んが出産後も仕事をすることには大賛成でしたが、待望の赤ちゃん誕生までは夜勤は免除

してもらってはどうかと言いだしました。人一倍責任感の強い美里さん自身も、夜勤の日

に急に体調が悪くなってシフトに穴をあけては勤務先に迷惑がかかると考えていたので、

出産までは夜勤を免除してほしいと事務長にお願いすることにしました。 
事務長からは、「川口さんもご存知のとおり、うちの施設では夜勤をできない人はみんな

パートとして働いてもらっていますよね。お腹の赤ちゃんが大事なので、もちろん日勤の

み勤務は認めますが、来月からはパートとして働いてもらうことになります。」と言われま

した。美里さんは、出産後は正職員に戻れるのかと質問をしましたが、それはその時にな

ってみないとわからないと言われてしまいました。 
看護師の仕事が大好きな美里さんは、仕事にやりがいを感じており、なんとか正職員と

して頑張り続ける方法はないものかと労働局に相談しました。 
 
 
労働局の解説 
 
１．労働基準法第 66 条第 3 項では、「使用者は妊産婦が請求した場合においては、深夜業

をさせてはならない」と規定しています。 
 
２．また、男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項では、事業主は、「妊娠した女性労働者が深夜

業の制限を請求したこと」を理由に「パートタイム労働者への労働契約の変更を強要す

る等の不利益取扱い」をしてはならないと規定しています。 
 
３．妊娠中の女性労働者が利用可能な制度は、次ページ「関係法令」のとおりです。事業

主は、これらの制度の利用を認めるのみでなく、制度利用を理由とする不利益取扱いを

しないよう留意する必要があります。 

え?! 夜勤ができないならパート？ 
 
 

え?!  妊婦さんだけ特別

扱いしたら、他の看護師から文

句が出ます！ 
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2 

関係法令 … 妊娠中の女性労働者に関する事業主の義務（又は禁止） 
 
■ 労働基準法第 65 条第 1 項.第 2 項 

 産前は 6 週間（多胎妊娠の場合は 14 週間／女性労働者が請求した場合）、産後は 8
週間、女性労働者を就業させてはならない。 

 
■ 労働基準法第 65 条第 3 項 

 妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならない。 
 
■ 労働基準法第 64 条の 3 

 妊産婦等を妊娠、出産等に有害な業務に就かせてはならない。 
 
■ 労働基準法第 66 条第 1 項. 

 変形労働時間制の場合でも、妊産婦が請求した場合には、1 日及び 1 週間の法定労働

時間を超えて労働させてはならない。 
 
■ 労働基準法第 66 条第 2 項.第 3 項 

 妊産婦が請求した場合には時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。 
 
■ 男女雇用機会均等法第 12 条 

 女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を

確保しなければならない。 
 
■ 男女雇用機会均等法第 13 条 

 妊産婦が医師等による指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の短

縮、休業等必要な措置を講じなければならない。 
 
 
 
 

妊娠・出産・育休等を理由とする解雇・雇い止め・降格等の不利益な取扱いは、違法です。 

▶Case１ 

妊娠を聞く前は契約更新を前提にしていたが、妊娠

の報告を受けたので雇い止めとした ⇒ 違法 

▶Case２ 

育休を１年間取りたいと相談されたので、経営悪化

等を口実に解雇した ⇒ 違法 

 男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の違反の要件となっている「理由として」とは妊娠・出産、育児休業等

の事由と不利益取扱いとの間に「因果関係」があることを指します。 

 妊娠・出産、育児休業等の事由を「契機として」不利益取扱いを行った場合は、原則として「理由として」いる

（事由と不利益取扱いとの間に因果関係がある）と解され、法違反となります。 

※ 原則として、妊娠・出産、育休等の事由の終了から１年以内に不利益取扱いがなされた場合は 

「契機として」いると判断します。 

詳しくは埼玉労働局 HP をご覧ください  

妊娠・出産等をした労働者に対して雇用管理上の措置を行う場合、それが法違反となる不利益取扱いでないか、

改めて確認して下さい。 
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3 

 
（ケース２）「出産後また戻ってきて」ではダメ 

… 雇用を継続し、産休・育休を！ … 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
あらすじ 
 

川口美里さんは、入社 3 年目の介護職員です。大学を卒業して一般事務の仕事をしてい

ましたが、人のためになる仕事をしたくなり、資格をとって転職した第２の職場です。介

護の仕事は思ったよりも重労働でしたが、体育会系の美里さんは、持ち前の明るさと根性

で職場の人気者でした。 
そんな美里さんからの妊娠の報告。まわりのスタッフは皆で祝福し、美里さんの仕事を

フォローしてくれました。それでも介護は、やはり、重労働。責任感の強い美里さんは、

困っている人がいると、すぐに手を貸すので、どうしても母体に負担がかかってしまいま

す。妊娠 5 か月に入った頃、いよいよお腹も重くなってきた美里さんは出産までは事務職

などの仕事に変えてほしいと総務部長に相談を持ちかけました。総務部長は、「もちろんお

腹の赤ちゃんを何より大事にしてください」とは言ってくれましたが、事務の仕事は人が

余っていて、今は他の仕事が無いとのこと。「いったん退職して、元気な赤ちゃんを産んで、

また戻ってきてよ」と言います。 
美里さんは、お母さんになってもずっと続けたいと思って介護職に転職したので、退職

はしたくありません。退職すると、あてにしていた出産手当金や育児休業給付金ももらえ

なくなるし、子どもが保育園に入所できるかも不安です。総務部長に何度かお願いしてみ

ましたが、「また戻ってきたらいいのよ」「川口さんなら、いつでも大歓迎だから」とは言

ってくれるものの、産休・育休は認めてもらえません。どうしたものかと思い、労働局に

相談しました。 
 
 

労働局の解説 
 
１．男女雇用機会均等法では、「労働基準法第 65 条第 3 項に基づき妊産婦が軽易な業務へ

の転換を求めたことを理由とする不利益取扱い」についても禁止しています。 
 
２．母体に負担の大きい業務で、他に転換すべき業務がどうしても無い場合は、産前休業

に入るまで無給の休業となる場合もありえますが、解雇や退職強要をすることは禁止で

す。 
 
３．次ページのとおり、産休・育休による労働者のメリットは大きく、いったん退職とな

るか雇用が継続するかは労働者にとって大問題です。雇用契約を継続した上で、産休→

育休→復職と男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に沿った対応をしてください。 

え?! 介護は重労働だから退職するしかない？ 
 

え?! 無事出産して働ける

ようになったら戻ってきてくれ

ればいいのでは？ 
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4 

関係法令（制度） … 産休・育休中の収支（事業主・労働者） 
 
■ 産休と育休のちがい 

■ 事業主の収支   

産休   育休 

賃金の支払い義務は無い 賃金 賃金の支払い義務は無い 

手続きをすれば免除 社会保険料 手続きをすれば免除 

無給の場合、保険料は発生しない 
雇用保険料 

無給の場合、保険料は発生しない 
労災保険料 

■ 労働者の収支   

産休   育休 

就業規則による（無給の場合も有る） 賃金 就業規則による（無給の場合も有る） 

手続きをすれば免除 社会保険料 手続きをすれば免除 

無給の場合、保険料は発生しない 雇用保険料 無給の場合、保険料は発生しない 

事業主のみが支払うもの 労災保険料 事業主のみが支払うもの 

出産手当金（賃金の 3 分の 2 相当額） 手当・給付 育児休業給付（賃金の６７％(※)相当額） 

※育児休業開始から 180 日まで。181 日目からは 50％相当額。 
○ すなわち、休業中賃金を無給とした場合、金銭面での事業主の負担はありません。 
○ 一方、労働者の収入は、産休中の出産手当金＋育休中の育児休業給付です。 
 
 
 
<お問い合わせ先> 
 
■妊娠不利益、育児・介護休業について 

埼玉労働局 雇用環境・均等部 
 〒330-6016 さいたま市中央区新都心 11-2 ランド・アクシス・タワー16 階 

℡０４８－６００－６２６９ 
■出産育児一時金、出産手当金について 

協会けんぽ、健康保険組合等へ 
■育児休業給付金について 

最寄りのハローワークへ 
■社会保険料について 

年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金等へ 

産休   育休 

産前・産後休業 名称 育児休業 

労働基準法 根拠法 育児・介護休業法 

産前６週（多胎 14 週）＋産後８週 期間 原則、子が１歳に達するまで 

女性労働者（パート・アルバイト・派遣労働
者を含む全ての労働者に適用） 

対象 
男女労働者（勤続 1 年未満など、対象外にで
きる場合もある） 

産休を理由とする不利益取扱いは禁止 
（男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項） 

不利益 
取扱い 

育休を理由とする不利益取扱いは禁止 
（育児・介護休業法第 10 条） 
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男女雇用機会均等法 
育児・ 介護休業法 
のあら まし  

都道府県労働局雇用環境・ 均等部（ 室）

―――――――――――― 目 次 ―――――――――――

１  男女雇用機会均等法の概要 ―――――――――――――――――――――――――――――― P2

２  育児・ 介護休業法の概要 ――――――――――――――――――――――――――――――― P6

３  妊娠・ 出産・ 育児休業等を 理由と する 不利益取扱いの禁止、 ハラ スメ ン ト の防止 ―――――― P15

４  紛争解決の援助等 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― P20

５  産前・ 産後休業中、 育児休業・ 介護休業中の経済的支援 ――――――――――――――――― P21

６  妊娠・ 出産・ 育児期の両立支援制度 ―――――――――――――――――――――――――― P22

⑦所定労働時間の短縮措置等（ 育児・ 介護）
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１ 男女雇用機会均等法の概要

雇用管理全般において、 性別を 理由と する 差別は禁止さ れています（ 法第５ 条、 第６ 条）1 

間接差別について３ つのケースが禁止さ れています（ 法第７ 条）

-2-
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特例と し て女性の優遇が認めら れる 場合があり ます（ 法第８ 条）

婚姻、 妊娠・ 出産等を 理由と し て女性に不利益な取扱い等を する こ と は禁止さ れています（ 法第９ 条）

15

セク シュ アルハラ スメ ント 、 妊娠・ 出産等に関するハラ スメ ン ト 対策が必要です（ 法第1 1 条～法第1 1 条の４ ）

-3-
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1

12

13

ポジティ ブ・ アク ショ ンの取組を 国が援助し ています（ 法第1 4 条）

16 19

妊娠中・ 出産後の健康管理（ 母性健康管理） に関する 措置を 講じ るこ と が必要です（ 法第1 2 条・ 法第1 3 条）

-4-
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101

女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画を 策定し まし ょ う

派遣先にも 男女雇用機会均等法は適用さ れます（ 労働者派遣法第4 7 条の2 ）

11

11 11 12 13

-5-
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２ 育児・ 介護休業法の概要

育 児 休 業

-6-
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93

介 護 休 業 ＜法第２ 条、 第 1 1 条～第 1 5 条＞

常時介護を必要と する状態に関する判断基準

1
2

-8-
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子 の 看 護 休 暇 ＜法第 1 6 条の２ 、 第 1 6 条の３ ＞

介 護 休 暇 ＜法第 1 6 条の５ 、 第 1 6 条の６ ＞

育児・ 介護のための所定外労働・ 時間外労働の制限 ＜法第1 6 条の８ 、 第1 6 条の９ 、 第1 7 条、 第1 8 条＞

-9-

61



16

. 

. 

. 14

育 児 ・ 介 護 の た め の 深 夜 業 の 制 限 ＜法第 1 9 条、 第 2 0 条＞

育 児 ・ 介 護 の た め の 所 定 労 働 時 間 の 短 縮 措 置 等 ＜法第 2 3 条＞

年次有給休暇は、 週所定労働日数や週所定労働時間数等に応じ て付与さ れます。 年次有給休暇の取得は原

則１日単位で すが、 会社と 労働者の過半数で組織する労働組合（ ない場合は労働者の過半数代表者） が協

定を 結ぶこと で、 年５ 日の範囲内で時間単位での取得が可能と なり ます。

-10-

62



事 業 主 が 講 ず べ き 措 置 ＜法第 2 1 条～第 2 2 条の２ 、 第 2 4 条、 第 2 6 条＞

https://ikuji-kaigo.com/ 

-11-
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就業規則における育児・ 介護休業等の取扱い

ポイ ン ト １

ポイ ン ト ２

ポイ ント ３

-12-
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「 仕事と 介護を 両立でき る職場環境」 の整備促進のためのシンボルマーク

ト モニン

https://ryouritsu.mhlw.go.jp

従業員の仕事と 家庭の両立を 支援し まし ょ う

「 子育てサポート 企業」 の証

く るみん・ プラ チナく るみん

-13-
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介護サービスの利用のし かた

30

65 160 220

地域包括支援センタ ーと は

介護の相談窓口等について

-14-
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３

妊娠・ 出産・ 育児休業等を 理由と する不利益取扱いの禁止

10 16 16 16 16 10 18 20 21 23

3 93
10

10

24 150

10 

11 
12 

10  
11 

12 
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セク シュ アルハラ スメ ン ト 、 妊娠・ 出産・ 育児休業等に関する ハラ スメ ン ト 、 パワーハラ スメ ン ト の防止
11 11 25 25 30 30

18
615

28 312

21 509

-16-
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妊娠・ 出産・ 育児休業等に関するハラ スメ ント を
防止するために講ずべき事項

セク シュ アルハラ スメ ント 及びパワーハラ スメ ント を
防止するために講ずべき 事項

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

-17-
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×× ×× ×××

ハラ スメ ント 防止措置の対応例

-18-
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1
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5  ４ 紛争解決の援助等

簡単な手続き で、 迅速
に行政機関に解決し て
も ら いたい場合

助言・ 指導・ 勧告 調停・ 調停案の
作成・ 受諾勧告

男女雇用機会均等法、

育児・ 介護休業法等に
基づく 行政指導

公平、 中立性の高い第
三者機関に援助し ても
ら いたい場合

男女雇用機会均等法、 育児・ 介護休業法等に
基づく 紛争解決の援助の対象と なる 紛争

都道府県労働局長 調停会議

紛争解決援助制度・ 調停の特徴

都道府県労働局長

①公平・ 中立性・ ・ ・ ・ 厳正中立・ 公正を 保ち 、 法に忠実かつ客観的な立場から 援助を 実施し ます。

②互譲性・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 当事者双方の譲り 合い、 歩み寄り によ り 、 紛争の現実的な解決を 図り ます。

③簡易・ 迅速性・ ・ ・ ・ 時間的、 経済的負担がかかる 裁判に比べ、 手続き が迅速、 簡便です。

④無料・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 紛争解決援助制度・ 調停は無料で利用でき ます。

⑤プ ラ イ バシーの保護・ ・ ・ ・ 関係者以外に援助や調停の内容は公にさ れず、 紛争当事者のプ ラ イ バ

シーが保護さ れます。

⑥不利益取扱いの禁止・ ・ ・ ・ 労働者が都道府県労働局長によ る 援助や調停の申請を し たこ と を 理由

と し て、 事業主がその労働者に対し 解雇、 配置転換、 降格、 減給などの

不利益取扱いを する こ と を 禁止し ています。
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５
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６ 妊娠･出産･育児期の両立支援制度

産前

6 週間

出産

（ 予定）日

産後

8 週間
妊娠判明

等
度
制
業
休

妊産婦が保健指導・ 健康診査を受けるために必要な時間の確保（ P4 ）

軽易業務への転換

る
き
で
用
利
が
マ
マ

る
き
で
用
利
も
マ
マ
も
パ
パ

育児時間

育児休業（ P6 ）

出産手当金

育休中の社会保険料

妊産婦が医師から の指導を守るこ と ができるよう な措置（ P4）＊1

（ 通勤緩和・ 休憩時間の延長・ 勤務時間の短縮・ 休業等）

変形労働時間制の適用制限、

時間外労働・ 休日労働・ 深夜業の制限

変形労働時間制の適用制限、

時間外労働・ 休日労働・ 深夜業の制限

坑内業務・

危険有害業務の就業制限

産前休業
6 週間

（ 多胎の場合は1 4 週間）

出生時育児休業
給付金又は

育児休業給付金

産後休業＊2 、 3

8 週間

産休中の社会保険料の免除

（ ＊8 ）（ ＊9 ）
（ P2 1 ）

産後パパ育休（ P7 ）＊4

育児休業（ P6 ）

坑内業務・

危険有害業務の就業制限

等
援
支
的
済
経

子ども 1 歳

出産育児一時金

育児休業給付金

-22-
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所定労働時間の短縮措置（ 短時間勤務） 等（ P1 0 ）

所定外労働の制限（ P9 ）

子の看護休暇（ P9）

時間外労働・ 深夜業の制限（ P9 、 P1 0）

場合（ ＊1 0 ）

によっ ては、 免除
（ 厚生年金保険料）・ 健康保険料の免除（ ＊8 ）（ ＊9 ）

場合（ ＊5 ）によっては

取得可能

場合（ ＊6 ）によっては

取得可能

場合（ ＊7）によっては

取得可能

1 歳 2 か月 1 歳 6 か月

（ こ れら の内容は、 ほと んどの母子健康手帳にも 掲載さ れています）

2 歳 3 歳 就学

＊１ 　 医師等から の指導内容を会社に伝えるための「 母性健康管理指導事項連絡カ ード 」 があり ます

「 母性健康管理指導事項連絡カ ード 」 は、 厚生労働省ホームページ

（ h ttp s://w w w .m h lw .g o .j p /w w w 2 /to p ics/se id o /j o se i/ho u re i/

2 0 0 0 0 4 0 1 -2 5 -1 .h tm ）

から ダウンロード するこ と ができ ます。 また、 ほと んどの母子健康手帳に様式が記載さ れている

ので、 それをコ ピーし て使う こ と ができます。

＊２ 　 妊娠４ か月以降の流産・ 死産（ 人工妊娠中絶を含む） の場合も 産後休業の対象と なり ます。

＊４ 　 産後パパ育休又は育児休業を取得でき ます。 男性は出産予定日から 取得可能です。

＊３ 　 産後６ 週間を経過後に、 本人が請求し 、 医師が支障がないと 認めた業務には就業可能です。

＊５ 　 両親がと も に育児休業をするなど一定の要件を満たす場合です。

＊６ 　 子が１ 歳以降、 保育所に入れないなど一定の要件を満たす場合です。

＊７ 　 子が１ 歳６ か月以降、 保育所に入れないなど一定の要件を満たす場合です。

＊８ 　 事業主の申し 出により 被保険者本人負担及び事業主負担と も に免除さ れます。

＊９ 　 給与が支払われていなければ、 雇用保険料の本人及び事業主の負担はあり ません。

＊10   就業規則等で３ 歳までの育児休業制度が定めら れ、 休業し ている場合です。

場合（ ＊5 ）によっては
支給

場合（ ＊6 ）によっては
支給

場合（ ＊7 ）によっては
支給

-23-
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労働局名 郵便番号 所 在 地 電話番号

北海道 060-8566  札幌市北区北８ 条西２ 丁目１ 番１  札幌第一合同庁舎９ 階 011-709-2715  

青 森 030-8558  青森市新町２ 丁目４ －25  青森合同庁舎８ 階 017-734-4211  

岩 手 020-8522  盛岡市盛岡駅西通１ －９ －15 盛岡第２ 合同庁舎５ 階 019-604-3010  

宮 城 983-8585  仙台市宮城野区鉄砲町１ 番地 仙台第４ 合同庁舎８ 階 022-299-8844  

秋 田 010-0951  秋田市山王７ 丁目１ 番３ 号 秋田合同庁舎４ 階 018-862-6684  

山 形 990-8567  山形市香澄町３ －２ －１  山交ビル３ 階 023-624-8228  

福 島 960-8513  福島市花園町５ －４ ６  福島第二地方合同庁舎４ 階 024-536-4609  

茨 城 310-8511  水戸市宮町１ 丁目８ 番 31 号 茨城労働総合庁舎６ 階 029-277-8295  

栃 木 320-0845  宇都宮市明保野町１ －４  宇都宮第２ 地方合同庁舎３ 階 028-633-2795  

群 馬 371-8567  前橋市大手町２ －３ －１  前橋地方合同庁舎８ 階 027-896-4739  

埼 玉 330-6016  さ いたま市中央区新都心 11－２  ラ ンド ・ アク シス・ タ ワー16 階 048-600-6269  

千 葉 260-8612  千葉市中央区中央４ －11－1 千葉第２ 地方合同庁舎１ 階 043-221-2307  

東 京 102-8305  千代田区九段南１ －２ －１  九段第３ 合同庁舎 14 階 03-3512-1611  

神奈川 231-8434  横浜市中区北仲通５ －57  横浜第２ 合同庁舎 13 階 045-211-7380  

新 潟 950-8625  新潟市中央区美咲町１ －２ －１  新潟美咲合同庁舎２ 号館４ 階 025-288-3511  

富 山 930-8509  富山市神通本町１ －５ －５  富山労働総合庁舎 4 階 076-432-2740  

石 川 920-0024  金沢市西念３ 丁目４ 番１ 号 金沢駅西合同庁舎６ 階 076-265-4429  

福 井 910-8559  福井市春山１ 丁目１ －54  福井春山合同庁舎９ 階 0776-22-3947  

山 梨 400-8577  甲府市丸の内１ 丁目１ －11  ４ 階 055-225-2851  

長 野 380-8572  長野市中御所１ －22－１  長野労働総合庁舎 4 階 026-227-0125  

岐 阜 500-8723  岐阜市金竜町５ 丁目 13 番地 岐阜合同庁舎４ 階 058-245-1550  

静 岡 420-8639  静岡市葵区追手町９ －50  静岡地方合同庁舎５ 階 054-252-5310  

愛 知 460-0001  名古屋市中区三の丸２ －２ －１  名古屋合同庁舎第１ 号館８ 階 052-857-0312  

三 重 514-8524  津市島崎町 327 番２  津第２ 地方合同庁舎２ 階 059-226-2318  

滋 賀 520-0806  大津市打出浜 14 番 15 号 滋賀労働総合庁舎４ 階 077-523-1190  

京 都 604-0846  京都市中京区両替町通御池上ル金吹町 451 １ 階 075-241-3212  

大 阪 540-8527  大阪市中央区大手前４ －１ －67 大阪合同庁舎第２ 号館８ 階 06-6941-8940  

兵 庫 650-0044  神戸市中央区東川崎町１ －１ －３  神戸ク リ スタ ルタ ワー15 階 078-367-0820  

奈 良 630-8570  奈良市法蓮町 387 番地 奈良第三地方合同庁舎２ 階 0742-32-0210  

和歌山 640-8581  和歌山市黒田二丁目３ －３  和歌山労働総合庁舎４ 階 073-488-1170  

鳥 取 680-8522  鳥取市富安２ 丁目 89－９  ２ 階 0857-29-1709  

島 根 690-0841  松江市向島町 134－10 松江地方合同庁舎５ 階 0852-31-1161  

岡 山 700-8611  岡山市北区下石井１ －４ －１  岡山第２ 合同庁舎３ 階 086-225-2017  

広 島 730-8538  広島市中区上八丁堀６ 番 30 号 広島合同庁舎第２ 号館５ 階 082-221-9247  

山 口 753-8510  山口市中河原町６ －16 山口地方合同庁舎２ 号館５ 階 083-995-0390  

徳 島 770-0851  徳島市徳島町城内６ 番地６  徳島地方合同庁舎４ 階 088-652-2718  

香 川 760-0019  高松市サンポート ３ 番 33 号 高松サンポート 合同庁舎北館２ 階 087-811-8924  

愛 媛 790-8538  松山市若草町４ 番地３  松山若草合同庁舎６ 階 089-935-5222  

高 知 781-9548  高知市南金田１ 番 39 号 ４ 階 088-885-6041  

福 岡 812-0013  福岡市博多区博多駅東２ 丁目 11 番１ 号 福岡合同庁舎新館４ 階 092-411-4894  

佐 賀 840-0801  佐賀市駅前中央３ 丁目３ 番 20 号 佐賀第２ 合同庁舎５ 階 0952-32-7218  

長 崎 850-0033  長崎市万才町７ －１  Ｔ Ｂ Ｍ長崎ビル３ 階 095-801-0050  

熊 本 860-8514  熊本市西区春日２ －10－１  熊本地方合同庁舎Ａ 棟９ 階 096-352-3865  

大 分 870-0037  大分市東春日町 17 番 20 号 大分第２ ソ フ ィ アプラ ザビル３ 階 097-532-4025  

宮 崎 880-0805  宮崎市橘通東３ 丁目１ 番 22 号 宮崎合同庁舎４ 階 0985-38-8821  

鹿児島 892-8535  鹿児島市山下町 13 番 21 号 鹿児島合同庁舎２ 階 099-223-8239  

沖 縄 900-0006  那覇市おも ろ まち２ －１ －１  那覇第２ 地方合同庁舎１ 号館３ 階 098-868-4380  

お問い合わせは 都道府県労働局雇用環境・ 均等部（ 室） へ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/hourei/20000401-22.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130560.html

令和５ 年10月作成　 パンフ レ ッ ト №11

「 男女雇用機会均等推進者」 は、 職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図ら れるよう にするために講ずべき 措

置の適切かつ有効な実施を図るため、 また、「 職業家庭両立推進者」 は、 職場における固定的な性別役割分担意識の解消や職

場優先の企業風土の是正を図るため、 各事業主に選任する努力義務が課せら れています（ 男女雇用機会均等法第 13 条の２ 、

育児・ 介護休業法第 29 条）。 詳細はこ ちら をご覧く ださ い。
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企業が宣材写真の
撮影を委託

消費者が家族写真の撮影を委託
（事業者からの委託ではない）

自作の写真集をネットで販売
（売買であって委託ではない）

フリーランスの取引に関する
新しい法律ができました

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2023年5月12日に
公布されました。2024年秋頃までに施行予定です。

法律の目的

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、

①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と

②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。

法律の適用対象

発注事業者とフリーランスの間の「業務委託」に係る事業者間取引

フリーランス 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの

発注事業者 フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

※ 一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」
といった方も含まれますが、この法律における「フリーランス」には該当しません。

例︓フリーランスとして働くカメラマンの場合

⚫ この法律上は、フリーランスは「特定受託事業者」、発注事業者は「特定業務委託事業者」とされていますが、この
リーフレットでは伝わりやすさを優先し、それぞれ「フリーランス」、「発注事業者」と表現しています。

⚫ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まないこととしており、具体的には、「週労働20時間
以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」を「従業員」とすることを想定しています。

⚫ なお、契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態として労働者である場合は、この法律は適用されず、労働基
準法等の労働関係法令が適用されます。

企業
(従業員を使用)

フリーランス
(従業員を使用していない)

この法律の対象

消費者

消費者・企業
(不特定多数)

この法律の対象外
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①

⚫ この法律は、2024（令和6）年秋ごろまでの施行を予定しており、従業員の範囲や継続的業務委託の具体的な期間、発
注事業者の義務の具体的な内容などは、施行までの間に、政省令・告示などで定められる予定です。

⚫ 詳細な法律の内容については、関係省庁のホームページをご覧ください。
⚫ 項目①〜③については、公正取引委員会・中小企業庁、
項目④〜⑦については、厚生労働省
までお問合せください。

※継続的業務委託︓一定の期間以上行う業務委託のこと。具体的な期間については、今後、政令で定められる予定です。

法律の内容
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省

発注事業者 フリーランス

• 業務委託の相手方である事業者
• 従業員を使用していない

◼ フリーランスに業務委託する事業者
◼ 従業員を使用していない

◼ フリーランスに業務委託する事業者
◼ 従業員を使用している

◼ フリーランスに業務委託する事業者
◼ 従業員を使用している
◼ 継続的業務委託※をする

①、②、④、⑥

①、②、③、④、
⑤、⑥、⑦

義務項目

義 務 項 目 具 体 的 な 内 容

① 書面等による取引条件
の明示

業務委託をした場合の、書面等による「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期
日」等の取引条件を明示すること

② 報酬支払期日の設定・
期日内の支払

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の報酬支払期日を設定し、期日内
に報酬を支払うこと

③ 禁止事項

フリーランスに対し、継続的業務委託をした場合に法律に定める行為をしてはならな
いこと

例えば、フリーランスに責任がないにもかかわらず、「発注した物品等を受け取らないこと」、
「発注時に決めた報酬額を後で減額すること」、「発注した物品等を受け取った後に返品するこ
と」などが禁止されます。

④ 募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
• 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
• 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤ 育児介護等と業務の
両立に対する配慮

継続的業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、
フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと

例えば、「フリーランスが妊婦検診を受診するための時間を確保できるようにしたり、就業時間
を短縮する」、 「育児や介護等と両立可能な就業日・時間としたり、オンラインで業務を行うこ
とができるようにする」といった対応が想定されます。

⑥ ハラスメント対策に
係る体制整備

フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備などの措
置を講じること

例えば、「従業員に対してハラスメント防止のための研修を行う」、「ハラスメントに関する相
談の担当者を決める」、「ハラスメントが発生した場合には、迅速に事実関係を把握する」など
の対応が想定されます。

⑦ 中途解除等の事前予告 継続的業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として
30日前までに予告しなければならないこと
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